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平成 31年２月６日  

 

 

 横浜市会議長  

 松  本    研  様 

 

郊 外 部 再 生 ・ 活 性 化 特 別 委 員 会 

委 員 長  安  西  英  俊 

 

 

郊 外 部 再 生 ・ 活 性 化 特 別 委 員 会 報 告 書 

 

 

本委員会の付議事件に関して、活動の概要を報告します。  
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１  付議事件  

  都市の成長の基盤を支える魅力と活力ある郊外部のまちづくりに関すること。  

 

２  調査・研究テーマ  

  郊外の集合及び戸建住宅団地等の再生による街の活性化  

 

３  テーマ選定の理由  

人口減少社会の到来と超高齢社会の進展に伴い、横浜市においても、 2019年を

ピークに人口の減少が見込まれている。  

このように本市を取り巻く状況が変化する中、郊外部では、これまで整備して

きた都市のインフラである、大規模団地や一戸建ての住宅地、交通網などにおい

て、複合的に関連したさまざまな課題を抱えている。  

将来にわたって持続性ある地域づくりを進めるためには、今あるものをどのよ

うに活用し、街に人を呼び込むかという視点が重要となる。  

そのためには、まずは、生活の基盤であり、最小単位の住環境をしっかりと整

備することで、多様な世代が暮らしやすく、世代の循環が生まれる街にする必要

がある。  

このことを踏まえ、平成 30年度は、本委員会の初年度として、郊外の集合及び

戸建住宅団地の再生と、これによる街の活性化について、参考人からの意見聴取

や現地視察、事例の検証などを行い、調査・研究を行うこととした。  

 

４  委員会活動の経緯等  

（ １ ）平成 30年６月６日  委員会開催  

ア  議題  

    平成 30年度の委員会運営方法について  

    平成 30年度の委員会運営方法及び調査・研究テーマ案について、委員間で

意見交換を行った。  

イ  委員意見概要  

・郊外部という言葉の意味は、非常に多岐にわたるため、焦点を絞って議論

を進める必要がある。  
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・郊外部という言葉をどのように捉えるべきか。本市の港かいわいといった

中心部以外を郊外部と捉えるべきか。それだけではなく、中心部の中にも

郊外部といえるものがあると考えるべきか。  

・人口減少が急激に進み、住宅地ができた当時と時代が大きく変わっている

中、住宅や空き家、大規模団地、交通等に関する対策を進めていかなけれ

ばならない。特に、交通対策では、郊外であるほど交通環境が厳しく、例

えば、民間バスしか運行していない地域の問題について、この委員会で議

論をしていきたい。  

・横浜市はこれまで地方から人を呼び込むことで発展を進めてきたが、人口

減少が進む中で、今後、どのように街に人を呼び込んでいくか。  

・市民の生活の基盤である住環境をしっかりと整備していくということを調

査・研究テーマとし、郊外部の再生や地域の活性化という視点を盛り込み

ながら、議論をしていきたい。  

・郊外部の課題としては、横浜市中期４か年計画 2018～ 202 1素案にも記され

ているように、大規模団地や公共施設の老朽化、空き家、地域の交通サー

ビスなどの問題が挙げられる。  

・横浜市中期４か年計画 2018～ 202 1素案では、地域交通サポート事業の検討

組織設立数を４年間で累計 37地区としているが、交通不便地域はもっと多

いのではないか。  

・これから横浜の街が 30年や 50年というスパンでどのようになるかを検討す

るには、まず、横浜市の郊外でどのような問題が起こっているかという実

態把握を進める必要がある。現場視察等も積極的に行っていきたい。  

・郊外部の再生・活性化については、安全・安心な生活のための防災対策、

国際園芸博覧会等を見据えた環境整備、市営地下鉄グリーンラインや都市

計画道路の延伸といった都市インフラの整備、子育て世代や高齢者、障害

者等がお互いを支え合う市民力の向上、地域の特性を生かした魅力向上と

いった視点が重要である。  

・活性化という点では、用途地域の見直しを進め、第一種低層住居専用地域

等でも店舗が出店できるようにすること等も必要な視点である。  

・ 18区ある 3 7 0万人都市の横浜では多様な地域性があり、課題もさまざまで
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あるが、一方で大規模団地や空き家、災害対策などは共通の課題である。

望まれる将来像が地域それぞれで異なり、確立した解決方法を見出すこと

が難しい中、委員会でこのような研究をするのは有効である。  

（ ２ ）平成 30年８月 24日  委員会開催  

ア  議題  

    平成 30年度の委員会運営方法について  

イ  当局説明概要  

調査・研究テーマ「郊外の集合及び戸建住宅団地等の再生による街の活性

化」を決定し、調査・研究テーマに関連する本市の施策の現状等について、

建築局及び都市整備局より説明を聴取し、質疑・意見交換を行った。  

【所管局】建築局、都市整備局  

（ ア ）郊 外 部 のま ち づ くり の 基 本的 方 向 性  

戦 後 、既存 の 鉄 道路 線 の 沿線 を 中 心に 市 街 地が 拡 大 し、1955年 、昭和 30

年 代 以 降の 高 度 経済 成 長 期に は 、東急 田 園 都市 線 を 初め と す る鉄 道 整 備と

あ わ せ た沿 線 開 発に よ り 、新 た な 市街 地 が 形成 さ れ た。そ の 後も 、市 営地

下 鉄 の 延伸 な ど によ り 、郊外 部 を 中心 と し た計 画 的 な市 街 地 整備 が 行 われ 、

現 在 の 市街 地 が 形成 さ れ てい る 。  

市 街 地 の拡 大 に あわ せ 、これま で 人 口は 増 加 し続 け て おり 、特 に 1960年、

昭 和 35年 以 降 に 人口 が 急 増し て い る。市 街化の 促 進 に当 た っ ては 、計画的

な 市 街 地を 形 成 する た め 、鉄 道 整 備と あ わ せた 沿 線 にお け る 土地 区 画 整理

事 業 の 実 施 や 宅 地 開 発 要 綱 等 に よ る 本 市 独 自 の 土 地 利 用 コ ン ト ロ ー ル な

ど を 行 って き た 。  

一 方 、 本 市 の 人 口 は 、 2019年 を ピ ー ク に 減 少 す る こ と が 見 込 ま れ て い  

る 。ま た、高 齢 化率 は 、2035年 に は 30％ を 超 え る見 込 み であ り 、こう し た

将 来 推 計を 踏 ま え、 横 浜 の都 市 づ くり を 進 める こ と が不 可 欠 であ る 。  
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（ 委 員 会資 料 よ り抜 粋 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 25年 ３ 月 に 改定 し た 横浜 市 都 市計 画 マ スタ ー プ ラン で は、将 来 の 都

市 づ く りに お い て、 ７ つ の目 標 を 掲げ て い る。  

そ の う ち、郊 外の住 宅 市 街地 に お ける ま ち づく り に 関係 す る もの と し て、

超 高 齢 社 会 や 将 来 の 人 口 減 少 社 会 に 対 応 で き る 集 約 型 都 市 構 造 へ の 転 換

と 、人にや さ し い鉄 道 駅 を中 心 と した コ ン パク ト な 市街 地 の 形成 、地域特

性 に 応 じた 計 画 的・効 率 的な 土 地 利用 と 地 域ま ち づ くり 、誰もが 移 動 しや

す く 環 境に や さ しい 交 通 の実 現 な どを 目 指 すこ と と して い る 。  

ま た 、本プ ラ ン では 、駅 を中 心 と した コ ン パク ト な 市街 地 の イメ ー ジ を

示 し て おり 、駅周辺 に お いて は 、圏域 の 人 口規 模 や 人口 構 成 等に 応 じ た機

能 集 積 と都 市 基 盤整 備 を 図る こ と 、駅 か ら おお む ね １キ ロ メ ート ル 圏 の徒

歩 圏 で は、駅 周 辺へ の 利 便性 を 生 かし た 良 好な 住 宅 市街 地 を 形成 す る こと 、

１ キ ロ メー ト ル 以上 の 駅 から 離 れ た郊 外 住 宅地 で は 、地 域 の 公共 交 通 の維

持・活 性化 、日 常的 な 買 い物・サ ービ ス 等 の整 備・誘導 を 図 り、豊 か な住

宅 市 街 地 を 形 成 す る こ と と し て い る 。 こ う し た 基 本 的 な 方 向 性 を も と に 、

地 域 ご との 状 況 を踏 ま え 、ま ち づ くり を 進 めて い る 。  
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（ 委 員 会資 料 よ り抜 粋 ）  

【駅を中心としたコンパクトな市街地イメージ】   

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ま た 、 具 体 的 な 取 り 組 み に つ い て 、 横 浜 市 中 期 ４ か 年 計 画 な ど で 定 め 、

関 係 各 局で 連 携 しな が ら 施策 を 展 開し て い る。  

現 在 策 定 中 の 横 浜 市 中 期 ４ か 年 計 画 2018～ 202 1素 案 で は 、 戦 略 ４ （ ２ ）

に お い て、人 が 、企 業 が 集い 躍 動 する ま ち づく り 、誰も が 住 みた い 、住み

続 け た いと 思 え る郊 外 部 を掲 げ 、コン パ ク トな 郊 外 部の ま ち づく り の 推進

に 向 け 、鉄 道 駅 周辺 の ま ちづ く り 、郊 外 住 宅地 の 活 性化・魅 力向 上 、市民

に 身 近 な交 通 ネ ット ワ ー ク等 の 維 持・充実 を重 点 的 に取 り 組 むこ と と して

い る 。  

素 案 で は、郊 外 部の 現 状 と課 題 と して 、駅 周辺 で は 生活 利 便 施設 等 の 充

実 や 駅 前広 場 等 の都 市 基 盤整 備 な ど、誰 も が生 活 し やす く 活 動し や す い環

境 を 整 える こ と が必 要 で ある こ と 、住 宅 地 では 、建 物の 老 朽 化、生 活 を支

え る サ ービ ス の 充実 、地域交 通 の 確保 、コミュ ニ テ ィー の 維 持な ど の 課題

へ の 対 応が 求 め られ る こ とな ど を 掲げ て い る。  

こ う し た基 本 戦 略と 課 題 認識 に 基 づき 、政 策 21に お い て、コ ン パク ト で

活 力 あ る郊 外 部 のま ち づ くり を 掲 げ、こ のうち 、鉄道駅 周 辺 のま ち づ くり

推 進 で は、主 要な駅 周 辺 にお い て、土 地 区 画整 理 事 業や 市 街 地再 開 発 事業

等 に よ り、駅 前広場 等 の 整備 や 生 活利 便 施 設の 集 積 を推 進 す るこ と 、また
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規 制 誘 導手 法 を 活用 し 、地域 の ニ ーズ に 対 応し た 機 能集 積 等 の促 進 を 図る

こ と と して い る 。  

ま ず 、鉄道 駅 周 辺の ま ち づく り の 主な 取 り 組み と し ては 、市 街地 再 開 発

事 業 に よる 駅 前 拠点 の 形 成が 挙 げ られ る 。これ ま で 主要 な 鉄 道駅 周 辺 の 23

地 区 で 事業 が 完 了し て お り、現 在６地 区 が 事業 中 と なっ て い る。こ のうち

郊 外 部 につ い て は、大 船 駅北 第 二 地区 と 瀬 谷駅 南 口 第一 地 区 の２ 地 区 が事

業 中 で あり 、 引 き続 き 地 元と 連 携 しな が ら 事業 を 進 めて い く 。  

ま た 、土地 区 画 整理 事 業 では 、こ れま で 市 営地 下 鉄 の整 備 と あわ せ た 港

北 ニ ュ ータ ウ ン の整 備 な ど、新 た な市 街 地 を形 成 す るた め に 主に 土 地 区画

整 理 事 業を 進 め てき た 。現在 は 、主に 金 沢 八景 や 綱 島駅 周 辺 など の 駅 周辺

の 既 成 市 街 地 の 機 能 更 新 や 駅 周 辺 及 び イ ン タ ー チ ェ ン ジ 周 辺 の 戦 略 的 な

土 地 利 用を 図 る ため 、 土 地区 画 整 理事 業 を 活用 し 、 事業 を 行 って い る 。  

次 に 、郊外 住 宅 地の 活 性 化・魅 力 向上 に つ いて 、同 様に 政 策 21で は 、持

続 可 能 な郊 外 住 宅地 再 生 の推 進 を 施策 に 掲 げ、地 域や民 間 事 業者 、大学等

の 多 様 な 主 体 と 連 携 し た 取 り 組 み や 団 地 の 総 合 再 生 を 推 進 す る こ と と し

て い る 。  

ま た 、政策 21の 中 で は 、地域 ま ち づく り の 誘導・支 援の 推 進 の施 策 を 掲

げ 、地区計 画 等 を活 用 し たま ち づ くり の 誘 導を 進 め ると と も に、市 民発意

の ま ち づく り 活 動、 施 設 整備 に つ いて 支 援 を行 う こ とと し て いる 。  

さ ら に、政 策 22の 多 様 な 居住 ニ ー ズに 対 応 した 住 ま いづ く り の主 な 施 策

と し て、総 合 的 な空 き 家 等の 対 策 の推 進 を 掲げ 、空き家 所 有 者向 け の 相談

会 の 開 催 や 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 に 基 づ く 改 善 指 導 等 に

取 り 組 むこ と と して い る 。  

市 民 に 身近 な 交 通ネ ッ ト ワー ク 等 の維 持・充 実 に お いて は 、政策 21に お

い て 、地域 交 通 の維 持・充実 を 掲 げ、地 域 との 連 携 など に よ り、駅 と 主要

な 拠 点 を結 ぶ バ ス等 の 公 共交 通 の 維持・充 実を 図 る とと も に 、住 民 、ＮＰ

Ｏ 法 人 、企 業 等 の多 様 な 担い 手 に よる 交 通 サー ビ ス の検 討 な どに 取 り 組む

こ と と して い る 。  

主 な 取 り組 み と して 、地域の 主 体 的な 取 り 組み に よ る新 た な バス サ ー ビ

ス 等 の 導入 を 支 援す る 地 域交 通 サ ポー ト 事 業を 進 め てい る 。こと し ７ 月ま
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で に 30地 区 で 地 域で の 話 し合 い が 実施 さ れ 、そ の う ち 13地 区 で 本格 運 行 に

至 っ て おり 、今 後も 引 き 続き 地 域 交通 サ ー ビス の 充 実に 向 け た取 り 組 みを

進 め て いく 。  

（ イ ） 郊外 住 宅 地再 生 等 に関 す る 取り 組 み  

・ 横 浜 市住 生 活 基本 計 画 の概 要 に つい て  

横 浜 市 住生 活 基 本計 画 は 、横 浜 市 基本 構 想 を上 位 計 画と し た 住宅 分 野 の基  

本 計 画 であ り 、国及 び 県 の住 生 活 基本 計 画 に沿 っ た 計画 と し て、横 浜 市の 住

ま い や 住 環 境 に つ い て の 基 本 的 な 方 向 性 を 示 す も の で あ る 。 計 画 で は 、 人 、

住 ま い 、住 宅 地・住 環 境 の３ つ の 視点 に 基 づく ７ つ の目 標 と ６つ の 重 点施 策

テ ー マ を定 め 、 取り 組 み を進 め て いく こ と とし て い る。  

目 標 ３ とし て 定 める 、良 質な 住 宅 スト ッ ク の形 成 で は、環 境 に優 し く 安全

で 良 質 な 住 宅 ス ト ッ ク の 形 成 と 良 質 な 既 存 住 宅 が 市 場 で 円 滑 に 流 通 さ れ る

環 境 を 実現 し て いく も の とし て い る。  

こ の 目 標３ に 関 連し て 、重点 施 策 テー マ ３ では 、大 規模 団 地 の総 合 的 な再

生 と し て、多 様 な世 代 が 安心 し て 住み 続 け られ る よ う、総 合 的な 再 生 を推 進

す る も の と し て い る 。 具 体 的 に は 、 団 地 の 維 持 管 理 と 住 環 境 再 生 へ の 支 援 、

中 ・ 長 期 的 な 再 生 に 向 け た 支 援 、 団 地 再 生 施 策 の 構 築 等 に 取 り 組 ん で い く 。 

次 に 、目標 ７ と して 定 め る、住 み 慣れ た 身 近な 地 域 で、誰 も が安 心 し て暮

ら し 続 けら れ る 持続 可 能 な住 宅 地・住 環 境 の形 成 で は、地 域 特性 に 応 じた 施

策 を 展 開し て い くも の と して い る 。地 域 に おけ る 課 題解 決 や 魅力 資 源 を生 か

し た ま ちづ く り 、地 域 で 暮ら し 続 けら れ る ため の 良 好な 住 環 境の 維 持 や地 域

に 必 要 な機 能 の 導入 、住 む住 宅 地 から 多 世 代の た め の住 む 、活動 す る 、働 く

を 実 現 で き る 郊 外 住 宅 地 へ の 転 換 な ど の 取 り 組 み を 進 め る も の と し て い る 。 

こ の 目 標７ に 関 連し て 、重点 施 策 テー マ ５ では 、持 続可 能 な 住宅 地 へ の再

生 に つ いて 重 点 的に 整 理 して お り 、複 合 化 する 住 宅 地の 課 題 に対 し 、さま ざ

ま な 視 点か ら 取 り組 み を 進め て い く。具 体 的に は 、多世 代 コ ミュ ニ テ ィー を

育 め る 場、生 活 支援 機 能 の確 保 、魅力 の 向 上や 機 能 誘導 な ど によ る 地 域の 課

題 解 決 、環 境・エネ ル ギ ー対 策 へ の配 慮 、地域 の 課 題解 決 も 含め た 持 続可 能

な 街 の 仕組 み づ くり 等 に 取り 組 ん でい く 。  

・ 住 宅 地再 生 の 取り 組 み につ い て  
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単 棟 レ ベル の 取 り組 み で は、日 常 の管 理 支 援と し て 、維 持 管 理等 の 相 談に

対 す る マン シ ョ ン管 理 士 等の 派 遣 等を 行 っ てい る 。また 、再 生に 関 す る支 援

と し て 、再 生 計 画の 検 討 に対 す る コー デ ィ ネー タ ー の派 遣 等 や共 用 部 分の バ

リ ア フ リー 化 等 を実 施 し てい る 。  

団 地 レ ベル の 取 り組 み で は、大 規 模集 合 住 宅団 地 の 再生 を 進 めて お り 、建  

物 の 老 朽 化 、 居 住 者 の 高 齢 化 や コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 希 薄 化 な ど の 課 題 に 対 し 、

地 域 住 民、Ｎ Ｐ Ｏ法 人 、大学 等 が 連携 し な がら 、団 地の 再 生 計画 づ く り、活

動 拠 点 整備 や 共 用部 分 の 再整 備 、若い 世 代 の入 居 や 多世 代 交 流の 促 進 など 総

合 的 な 再生 を 支 援し て い る。  

地 域 レ ベル で の 取り 組 み では 、持 続可 能 な 住宅 地 推 進プ ロ ジ ェク ト を 進め

て お り 、地 域 住 民、民 間 事業 者 、行政 、大 学等 と 連 携し な が ら、高 齢 者対 応 、

子 育 て 支援 、医 療・介 護 の 連 携 、多世 代 交 流、地 域 交流 、地 域エ ネ ル ギー な

ど に 取 り組 み 、 持続 可 能 な魅 力 あ るま ち づ くり を 推 進し て い る。  

さ ら に 、仕 組 み づく り と して 、平 成 28年 12月 に発 足 し たよ こ は ま団 地 再 生

コ ン ソ ーシ ア ム にお い て 、団 地 間 の住 み か え、再 生 資金 の 融 資な ど の 総合 的

な 取 り 組み 、 新 たな 団 地 再生 支 援 策の 検 討 など を 進 めて い る 。  

・ 大 規 模集 合 住 宅団 地 再 生に つ い て  

本 市 で は築 約 40年 以 上 、約 5 0 0戸 以 上 の団 地 が 61あ り 、その 多 く は鉄 道 駅

か ら 離 れ た 郊 外 部 に 立 地 し 、 ９ 割 が 公 的 住 宅 団 体 に よ っ て 供 給 さ れ て い る 。 

各 団 地 にお け る 取り 組 み とし て 、左近 山 団 地に お け る団 地 再 生計 画 の 策定

や 南 永 田団 地 に おけ る 地 域活 動 、介護 予 防 など を 実 施す る Ｎ ＰＯ 法 人 設立 の

支 援 、金沢 シ ー サイ ド タ ウン に お ける 空 き 店舗 を 活 用し た 活 動拠 点 整 備な ど

が 進 ん でい る 。  

・ 持 続 可能 な 住 宅地 推 進 プロ ジ ェ クト に つ いて  

東 急 田 園 都 市 線 沿 線 地 域 の た ま プ ラ ー ザ 駅 北 側 地 区 に お け る 土 地 利 用 転

換 の 機 会を 捉 え た段 階 的 な機 能 誘 導の ほ か 、緑 区 十 日市 場 町 周辺 地 域 にお け

る 市 有 地を 活 用 した プ ロ ジェ ク ト 、相 鉄 い ずみ 野 線 沿線 地 域 にお け る 駅前 再

整 備 等 にあ わ せ た機 能 誘 導と 地 域 活性 化 、磯子 区 洋 光台 駅 周 辺地 区 に おけ る

多 世 代 交流 や コ ミュ ニ テ ィー 活 性 化な ど に 取り 組 ん でお り 、これ ら の 地区 で

得 ら れ た成 果 を もと に 、 郊外 住 宅 地の 再 生 を進 め て いる 。  
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・ 総 合 的な 空 き 家対 策  

空 き 家 等を 取 り 巻く 現 状 につ い て 、住 宅・土地 統 計 調査 に よ ると 、住 宅の

総 数 は 、 平 成 25年 で 約 1 7 7万 戸 で あ り 、 緩 や か な 増 加 傾 向 が 続 い て い る が 、

平 成 10年 以 降 は 住宅 総 数 が世 帯 数 を上 回 る 状態 で あ る。  

ま た 、平成 25年 の 空 き 家 率は 10.09％、約 17万 800 0戸 と な って お り 、上 昇 傾

向 で あ る。  

空 き 家 の種 類 に は、売 却 用、賃 貸 用、別 荘 等の 二 次 的住 宅 、その 他 の 住宅

が あ り 、一 戸 建 て住 宅 の 空き 家 は 、そ の 他 の住 宅 が 72％ と 最 も多 い 。賃貸 用

の 場 合 は市 場 に 流通 し て いる と 考 えら れ る が、そ の 他の 住 宅 は、管 理 不全 に

よ り 周 辺へ 悪 影 響を 及 ぼ す可 能 性 があ る た め、空 き 家対 策 の 主な 対 象 は、そ

の 他 の 住宅 の 割 合が 多 い 一戸 建 て の空 き 家 とし て い る。  

一 戸 建 ての 空 き 家の う ち 、売 却 や 賃貸 用 等 では な い 、そ の 他 の住 宅 は 平成

25年 で 約２ 万 戸 であ り 、５年 間 で 約 1.3倍 に 増加 し て いる 。そ のう ち 、腐朽・

【持続可能な住宅地推進プロジェクトの取り組み事例】  

（ 委 員 会資 料 よ り抜 粋 ）  



 

- 11 - 

 

破 損 あ りと さ れ るも の が 約 7000戸 あ る 。  

地 域 別 に比 較 す ると 、横 浜市 内 で は、郊 外 部よ り 都 心に 近 い 区で そ の 他の

住 宅 の 空 き 家 率 が 高 く な っ て い る 。 区 別 の 数 値 で は 、 一 番 高 い 区 が 中 区 で

6.1％ 、一 番 低 い 区が 栄 区 で 1.3％ と なっ て お り、そ の うち 腐 朽・破 損 あ りの

も の は 、 一 番 高 い 区 が 南 区 2.1％ 、 一 番 低 い 区 が 栄 区 で 0.2％ と な っ て い る 。 

本 市 で は、平 成 28年 ２ 月 に空 き 家 等対 策 を 総合 的 か つ計 画 的 に実 施 す るた

め 、横 浜市 の 基 本的 な 取 り組 み 姿 勢や 対 策 を示 す こ とを 目 的 とし て 、横浜 市

空 家 等 対策 計 画 を策 定 し た。  

本 計 画 では 、住 宅 の状 況 に 応じ た 対 策を 講 じ てお り 、取 り組 み の 柱と し て 、

一 戸 建 ての 住 宅 約 60万 戸 に 対す る 空 き家 化 の 予防 、一 戸建 て の 空き 家 約 ２万

戸 に 対 する 流 通・活 用 の 促進 、腐 朽・破 損 あり の 約 7000戸 に 対 す る管 理 不 全

空 き 家 の解 消 、さら に 状 態が 悪 く 、倒 壊 等 著し く 保 安上 危 険 とな る 恐 れの あ

る も の は、特 定 空き 家 と して 除 却 等の 指 導 の対 象 と なり 得 る とす る こ とな ど

を 掲 げ てい る 。  

ま た 、代表 的 な 施策 と し ては 、空 き家 化 の 予防 と し て、専 門 家団 体 等 と連

携 し た 相談 、流 通・活 用 促進 と し て、マ ニ ュア ル の 作成 、管 理不 全 な 空き 家

の 防 止・解 消 と して 、改 善指 導 の 実施 、除 却等 の 跡 地の 活 用 とし て 、防災 広

場 と し ての 活 用 など が 挙 げら れ る 。  

・ 大 規 模土 地 利 用転 換 へ の対 応  

大 規 模 な工 場 の 撤退 等 に より 、跡 地に 異 な る用 途 の 建築 が な され る と いっ

た 土 地 利用 転 換 が発 生 す るこ と が ある が 、この よ う な転 換 は 周辺 環 境 に影 響

を 与 え るこ と が 多い た め 、早 い 段 階で 総 合 的に 土 地 利用 や 計 画を 調 整 する 必

要 が あ る。そ こ で、関 係 区局 で 構 成す る 土 地利 用 総 合調 整 会 議を 開 催 し、事

業 者 に 対し 、開 発手 続 や 土地 取 引 前の 段 階 で、上 位 計画 や 行 政ニ ー ズ 、地 域

ニ ー ズ を踏 ま え た助 言 を 行っ て い る。  

助 言 の 例と し て は、マ ン ショ ン 建 設に よ り 保育 施 設 や学 校 教 室が 不 足 する

恐 れ が ある 場 合 、保 育 施 設の 設 置 や生 徒 数 の増 加 に 関す る 事 前協 議 と 調整 を

要 請 す るこ と が 挙げ ら れ る。こ れ らの 助 言 は行 政 指 導の た め 、必 ず し も計 画

に 反 映 され る も ので は な いが 、周 囲の 状 況 に応 じ た 土地 利 用 を誘 導 で きる よ

う 調 整 を行 っ て いる 。  
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（ ウ ） 郊外 住 宅 地に お け る地 域 ま ちづ く り の取 り 組 み  

本 市 で は、こ れまで 市 民 によ る ま ちづ く り 活動 の 支 援に 取 り 組ん で き た

こ と を 踏ま え 、 平成 17年 に 地 域 ま ちづ く り 推進 条 例 を制 定 し た。  

こ の 条 例は 、市 民、横 浜 市が 協 働 して 行 う 地域 ま ち づく り に 関す る 基 本

的 事 項 を定 め て おり 、安 全で 快 適 な魅 力 あ るま ち の 実現 を 目 的と し て おり 、

ル ー ル ・ プ ラ ン の 策 定 等 に 関 す る 支 援 や 事 業 に 関 す る 支 援 を 行 っ て い る 。

市 民 と の協 働 に よる 地 域 まち づ く りの 流 れ につ い て、本 市 で は、地 域まち

づ く り の発 意 を する 初 期 段階 か ら 、グ ル ー プに よ る 話し 合 い 等の 準 備 段階 、

プ ラ ン・ル ー ル の検 討 を 行う 計 画 段階 、そして 施 設 整備 や ル ール の 運 用な

ど を 行 う 推 進 段 階 、 実 施 段 階 等 の 各 段 階 に 応 じ て 、 市 職 員 に よ る 出 前 塾 、

直 接 的 な支 援 や コー デ ィ ネー タ ー 派遣 、事 業助 成 な どの 支 援 を行 っ て いる 。 

こ の よ うな 郊 外 住宅 地 で の取 り 組 み事 例 と して は 、栄区 本 郷 台住 宅 地 区

に お け る建 築 協 定か ら 地 区計 画 へ の移 行 、金沢 区 西 柴団 地 自 治会 地 区 にお

け る 建 築協 定 の 見直 し 、磯子 区 メ ール・ド 磯子 に お ける 建 築 協定 か ら 地域

ま ち づ くり ル ー ルへ の 移 行、緑 区 東本 郷 地 区に お け る地 区 プ ラン 及 び アク

シ ョ ン プラ ン の 策定・実 現、金 沢区も り の お茶 の 間 にお け る 空き 家 活 用に

よ る 地 域交 流 拠 点の 整 備 など が 挙 げら れ る 。  

ウ  委員意見概要  

・横浜市でも高齢化率の高まりといった変化に対応していかなければならな

い。住民の皆さんがいろいろと考えて動いてくださる地域はいいが、特に

高齢化が進んでいる地域やいろいろと問題や課題が生じている地域には、

区役所等を通して行政が積極的に声をかけるといった対応が必要である。  

・自分の持ち家やマンションを持っている方を対象とした対策だけでなく、

経済的に弱い市民の方が住んでいる共同住宅や大規模団地というものをど

う再生させるかについて、検討が必要である。特に、その受け皿となって

いる市営大規模団地の再生は重要である。  

・横浜市には、 2000カ所を超える大規模盛り土住宅地や崖地に建っている住

宅なども多くある中、防災の視点は欠かすことができないテーマである。  

・現在、敷地面積の最低限度として、容積率が 80パーセントの場合は 1 2 5平

方メートルという制限があるが、若い世代が住宅を購入する際に大きな負
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担となっている。また、制度上、 2 2 5平方メートルの土地なら 1 2 5平方メ

ートルと 1 0 0平方メートルの敷地に分割することができるが、 2 2 4平方メ

ートルの土地では、分割できず、大変不公平な状況となっている。用途地

域の見直し等を進めていくべきである。  

・今後、買い物難民の増加が見込まれる中、現在、第一種低層住居専用地域

に出店する場合、制度上、店舗の床面積が制限されている。最低でも 1 5 0

平方メートル程度がないとコンビニエンスストアはできないため、そのよ

うな点も用途地域の見直しの中ではしっかりと検討してもらいたい。  

・左近山団地の再生の取り組みでは、小学校の跡地活用に向けた検討を行っ

ていると聞いているが、他地域でも参考となるものであるため、しっかり

と進めてもらいたい。  

・大規模団地であっても団地内に店舗がないことがあり、地域では買い物難

民になるということを心配されている方が大変多く、将来を見据えた対応

が必要である。自治会によるコンビニや訪問販売車の誘致、インターネッ

トの活用などを含め、それぞれの地域に合った対策を講じなければならな

いのではないか。  

・少子高齢化の中で若い世代を呼び込むためには、ある程度通勤に便利でな

ければならない。道路開発などにあわせ、新たなバス路線の整備を進める

など、横浜市としても支援してほしい。  

・人口減は避けられない以上、それをマイナスではなく、プラスと捉えてい

く発想をしていかなければならないのではないか。  

・これまで整備した公共施設が不要不急となった場合、地域全体を考え、用

途転換を含めたさまざまな活用のあり方を検討することは非常に重要であ

る。  

・郊外部ではコンパクトなまちづくりという言葉がよく出てくるが、プラス

面だけではなく、例えば交通網が集約された場合その周りに住む方はどう

するかといったマイナス面もしっかりと考えていく必要がある。  

・たまプラーザ駅北側地区の持続可能な住宅地推進プロジェクトについて期

待をしているが、これまでつくってきた街のアイデンティティーを継続し

ていくようなまちづくりとしていかなければならない。  
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・いろいろな施策や制度がある中、市民の方にこれらをどのように伝えてい

くかということが重要となるが、郊外部の課題解決に向けた市民への広報

の仕方は、どういうことに気をつけて取り組んでいるか。  

・すすき野団地や若葉台団地、左近山団地等は、近くに駅がないという大き

な課題があり、団地再生に向けた取り組みを進めるに当たっては、地下鉄

の延伸やバス路線の新設、都市計画道路の整備などの交通政策と連動させ

る必要があるのではないか。  

・駅周辺のコンパクトな市街地という構想では、駅が核になるため、既存の

駅とともに新たな駅を整備することで、課題解決を目指していくことも重

要である。このようなインフラ整備は、住宅地再生において非常に大きな

テーマになるのではないか。  

・郊外部は観光地と比べてバスの本数も限られており、交通ネットワークな

ど市民の足となる手段が非常に少ない。買い物難民という観点では、イン

ターネットの活用によりある程度解消されるのではないかという考え方も

あると思うが、買い物以外の目的でもさまざまなところに外出することを

考えると、交通網の整備は今後も充実させていくべきである。  

・交通網の整備については、地域によって抱える課題や問題点が異なるため 、

道路局という大きな枠組みも大切だが、区役所が相談窓口になってコーデ

ィネートしていくという流れも、今後必要となるのではないか。  

・市街地再開発事業については、主要な鉄道駅 23地区で事業完了、６地区で

事業中とされるが、民間の鉄道事業者やバス会社が駅周辺の土地を所有し

ている場合、都市計画道路の整備等に遅れが生じることがあり、法改正等

による対応をしっかり行う必要がある。  

・高齢化が進む団地では、エレベーターがないと買い物に行くのがつらいと

いう方も多く、飲料水に関する心配の声も地域からいただいている。磯子

区では、災害時に飲料水を確保するため、市営住宅内に目的外使用許可に

基づく災害対応の自動販売機を設置した。本来、目的外使用となり設置が

難しい中、今の時流にあわせた対策を検討している。  

・これまでの 50年では横浜市全体で住宅地が整備されてきたが、今後は、今

できているものを循環させていく 50年がやってくると思う。  
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・市全体を俯瞰し、ある地域での課題解決に関する一定の法則を情報として

収集し、それを他の地域に生かしていくことが市の役割ではないか。  

・たまプラーザ駅北側地区の持続可能な住宅地推進プロジェクトでは、コミ

ュニティーカフェや共創スペースの設置など、若い世代を呼び込む取り組

みが進んでいるが、一方で、そのスペースにスーパーマーケットの誘致を

求める声もある。横浜市は起伏が激しく、山の上に住んでいる方々が駅ま

で出てくることができないという問題は深刻であり、交通政策については、

柔軟に検討していかなければならない。  

・住宅地によっては、開発当初に策定された協定により敷地の分割が制限さ

れた結果、高額な分譲地となり、売るに売れない状態となってしまうこと

がある。住民の中でもいろいろな考えがあり、また、世代がわりが進んだ

ことで、策定した協定内容を把握していない方々がふえている中、見直し

に向けて、行政による積極的な働きかけが求められる。  

・郊外部の最も大きな課題は、多世代居住の推進と若い世代の取り込みであ

ると考えている。今後、高齢化が進み、団地や戸建て住宅が空き家となる

等の課題が見込まれる中、行政が積極的に地域の人に働きかけ、そのよう

な危機感を持ってもらう必要がある。  

・よこはま団地再生コンソーシアムには大いに期待している。ＵＲ都市機構

には、空き室率の上昇といった横浜市の実情をきちんと訴え、若い世代の

入居促進に向けた対策を推進してもらいたい。  

・資料では、空き家対策の主な対象を一戸建ての空き家としているが、共同

住宅等の空き家も 14万 900 0戸に及んでおり、一戸建ての空き家と同様に、

いかに流通させていくかを検討することが重要である。  

・大規模な開発を行うディベロッパーに対し、保育園や高齢者向け施設の設

置を義務づけることを建築制限の緩和条件とするなど、開発当初からいろ

いろな世代の人たちが住めるようなまちづくりを進めていくべきではない

か。  

（ ３ ）平成 30年 10月３日  委員会開催  

ア  議題  

参考人の招致について  
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イ  委員会開催概要  

本委員会の付議事件に関連して、次回委員会において参考人からの意見聴

取を行うことを決定した。  

    参考人：慶應義塾大学  名誉教授  

大江  守之（おおえ  もりゆき）氏  

    案件名：人口・家族変動からみた横浜市郊外の現状と政策的視点  

（ ４ ）平成 30年 10月５日  委員会開催  

ア  議題  

人口・家族変動からみた横浜市郊外の現状と政策的視点  

イ  参考人講演概要  

慶應義塾大学名誉教授、大江守之氏を招致し、「人口・家族変動からみた

横浜市郊外の現状と政策的視点」について講演をいただいた後、質疑を行っ

た。  

【出席局】建築局、都市整備局  

【講演概要】  

＜将来の人口推計について＞  

  これまでの日本全体の人口推計を振り返り、どれくらい前の推計から人

口減少が確実なものになるという見通しが得られるようになったかを整理

すると、およそ 1995年の国勢調査をベースとする推計からである。 2050年

の人口は約１億人であり、その過程をそのまま置き続けると、 2100年に約

6000万人となることは、すでにこれまでの人口推計で示されており、日本

全体の人口が減少するということは明らかである。  

  将来人口推計は、出生率と死亡率を仮定して算出するものであるが、人

口の変動に対して最も大きく影響するものは、出生率である。  

現在の日本では、人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特

殊出生率の水準である人口置換水準は 2.07であるが、 2015年基準での合計

特殊出生率は 1.44となっている。この数値は、人口置換水準である 2.07の

７割程度であり、１世代たつと生まれる子供の数が 70％、２世代、つまり

50年から 60年たつと半分になるという水準である。  

  このように少子化とは、人口置換水準よりも合計特殊出生率が低い状態
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のことをいう。仮に合計特殊出生率が 1.8の場合、１世代で 0.9、２世代で

は 0.8となり、50年から 60年たった場合でも 80％の水準を保つが、1.44とい

う合計特殊出生率の場合、２世代で半分になり出生数が急激に減少してし

まう状況である。  

  出生と死亡による人口の増減を示す自然増減では、昨年で年間約 30万人

が減少しているが、これはほぼ出生と死亡の差であるといえる。今後、死

亡数がどんどんふえるため、その差は広がり、 2030年代には約 70万人の減

少が見込まれる。その後、人口は毎年約 1 0 0万人ずつ減少する時期がおよ

そ半世紀ぐらい続くというのが現在の見通しである。  

＜年代別の人口構成について＞  

  30年を１世代として、 1950年、 1980年、 2010年、 2040年という、 30年ご

との人口を考えると、 1950年の人口ピラミッドでは、親世代は 1900年代か

ら 1910年代生まれの 30歳から 50歳という世代であり、その数は約 1890万人

となる。また、子世代は 1930年代から 1940年代生まれのゼロ歳から 20歳ま

でという世代であり、その数は約 3850万人となる。つまり、この 1950年生

まれまでの世代の家族構成は、夫婦と子供４人であり、兄弟が７人、８人

いても珍しくない世代であった。  

  1 9 3 0年代、 1940年代生まれを第１世代とすると、この第１世代が 30歳か

ら 50歳になる 1980年の人口ピラミッドでは、親世代が約 3640万人、子世代

が約 3580万人となり、夫婦と子供２人という家族構成になる。この世代は

ほとんどの人が結婚しており、子供の平均人数は２人となる。  

  なお、 1950年代生まれの世代は、兄弟数が４人から２人に移行する途中

の転換期に当たり、両方の性格を持つため、ここでは除外する。  

  2 0 1 0年の人口ピラミッドでは、親世代が 1960年代から 1970年代生まれの

第２世代となるが、子世代である第３世代は約 2254万人となり、親世代の

約 3482万人に対して３分の２程度となってしまう。ここで親世代より子世

代が少ない少子化という状態がはっきりとあらわれる。  

  この世代の少子化の特徴は、夫婦と子供１人という家族と、夫婦と子供

２人という家族の平均ではなく、子供２人という家族と、未婚による子供

ゼロという家族の平均となっていることである。つまり、晩婚化、その結
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果としての非婚化がふえたということが、この少子化につながっている。  

  2 0 4 0年の人口ピラミッドでは、さらにこの子供２人という家族と、未婚

による子供ゼロという家族という組み合わせが続き、少子化が進むことに

なる。  

  このように日本社会は、夫婦と子供４人から夫婦と子供２人、そして、

夫婦と子供２人及び未婚の人というように１世代ごとに家族の形成パター

ンが変わってきた。今後、第１世代の高齢期に入っても、第２世代は子供

２人なので、まだ支え手がいる確率は高い。それに対して、次の第２世代

が親になると、第３世代が小さいので、ここでは家族内の扶助といったも

のが弱くなる可能性が見受けられる。  

  高齢人口割合は今回の 2015年基準推計では少し下がったが、高齢者の絶

対数はこれまでで最大になり、過去の推計を見ても 2040年代前半に高齢人

口のピークを迎えることになる。1990年基準推計では約 3285万人だったが、

最新の 2015年基準推計では約 3935万人と、 6 5 0万人近くふえており、推計

するごとに高齢人口が膨らんでいる。  

  高齢人口の増加については、介護保険財政の圧迫等の財政的な課題は生

じるが、一方で、高齢者が長生きできるようになったことでもあり、長寿

社会を実現できたという意味では、これまで目指していたものに到達した

ということもできる。  

＜人口と世帯数について＞  

  郊外部の住宅地を考えるに当たって、住宅には、一人一人が別々に住ん

でいるわけではなく、世帯単位で住むものであるということを忘れてはな

らない。人口が減少するから、もう住宅は不要であるといった言い方を聞

くこともあるが、実際は世帯数に注目しないと、住宅の必要性を理解する

ことはできない。  

  最新の世帯推計で見ても、人口は減っていくが、世帯は 2015年から 2040

年までふえていき、ほとんど減ることはない。  

  しかし、世帯の数は変わらないが、世帯の中身は大きく変化している。

これからは、ひとり暮らしが 1970年の世帯数の３倍以上にふえるなど、世

帯を構成する家族の形は大きく変わっていく。  
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  ひとり暮らしの人が求める住まいは、夫婦と子供２人という世帯を形成

する人が求める住まいとは当然異なるため、世帯の中身が変化することを

頭に置いておく必要がある。  

  また、人口ピラミッドと配偶者関係を見ると、 1950年では、親世代は有

配偶、子世代は未婚ということがはっきり分かれていたが、 1980年には、

30代ぐらいでの未婚が少しふえてくる。 2010年になると、未婚化・晩婚化

が進展し、さらに 2040年になると、 40代から 70代ぐらいまで未婚という方

が非常に大きなボリュームを占めることになる。  

＜人口・世帯の地域分布変動について＞  

  日本全体でこのような過去から未来への動きがある中、横浜市が含まれ

る東京圏ではどのような傾向が示されているだろうか。  

  過去の推計における東京圏の将来人口において、国立社会保障・人口問

題研究所による 1980年基準から 2015年基準までの推計を見ると、 1960年に

1800万人弱だった人口が、 2010年には 3500万人を超えて、 2015年に 3613万

人に達している。  

  ただ、東京、大阪、名古屋という３つの大都市圏別に比較すると、 1960

年代には大量の人口が大都市圏に押し寄せてきたが、それが終息を迎えた

1970年代の前半以降、転入超過をしているのは、ほぼ東京圏だけである。  

  転入超過の大きさは、その時代ごとの経済情勢を反映している。まず、

バブルの発生により、 1970年代後半には転入超過がふえ、 15万人から 16万

人までに達するが、 1986年頃をピークに縮小する。その後、バブル崩壊に

より、 1994年に初めてマイナスになるが、その後、また転入超過が拡大し

ていき、 2007年にバブルと同程度のピークを迎える。 2008年 11月のリーマ

ンショックの影響で転入超過はまた縮小するが、 2010年頃から回復に向か

い、近年は横ばいとなっている。  

なお、大都市圏の 2015年基準の推計が、やや過小な傾向を示しているの

は、 2010年から 2015年までの移動の平均的な傾向を反映させて推計してい

るためである。ここにはリーマンショック後に転入超過が縮小した時期も

含まれるため、実際はこれ以上に大都市圏に集中する傾向が強まっている

ことが考えられる。  
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  東京圏のコーホート・シェアに関するグラフは、 1930年から 2010年まで

に生まれた人が、日本全体のうち、一都三県に何％住んでいたかを５年単

位で示している。 1930年代前半生まれの世代は、最初は 15％程度だが、 30

歳代で 24％程度となり、それ以降はほぼ横ばいとなる。団塊の世代を含む

1930年代後半から 1940年代後半生まれの世代は、 29％程度まで達し、その

後Ｕターンすることで少し減少する。  

  その後、 1950年代後半生まれまでの世代は、東京に集中する傾向が見ら

れたが、 1960年代前半生まれの世代になると、生まれた時点で東京圏にい

る比率が高くなっている。これは親世代が東京圏に集中しており、そこで

子供が生まれたためである。  

このように日本の人口移動は、まず、若い世代が移動することによる社

会増があり、その後、そこに定着し、次世代を生むことにより自然増につ

ながるという傾向がある。  

この傾向は、 1960年代後半生まれの世代以降はより顕著となり、大都市

圏２世、大都市圏生まれ育ちという人が多い時代となり、現在に至ってい

る。  

また、 1960年以降に生まれた世代の特徴として、東京圏に居住する比率

は 30代後半までそれほど下がらないことが挙げられる。 20代前半に大学進

学や就職のため大都市に来るだけでなく、 20代後半や 30代前半、後半でも

大都市圏に転入するという傾向がある。このことは大都市圏への人口の集

中をより大きくする要因として重要なポイントである。  

近年、シェアハウスが新しい住まい方として話題となっているが、その

背景には、このように 30代まで含めた大都市圏への転入という傾向も影響

している可能性も考えられる。  

  一般的に、 1960年代に人口が大都市圏に集中した一方で、地方は過疎問

題に苦しむ状況にあったという認識がされている。  

この点、福島県における 1950年の人口ピラミッドと 1975年の人口ピラミ

ッドを比較すると、 25歳から 50歳までの半数近くが県外、つまり、大都市

圏に移動したということがわかる。  

このように非常に多くの人が大都市圏に移動しているが、その反面、こ
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れは兄弟４人のうち、２人は残っているということを示しており、この人

口ピラミッドは、いわばつり鐘型の非常に安定的なものであるといえる。  

  つまり、多くの人が移動したため、地方圏は人がいなくなってしまった

のではないかというイメージを持ちがちであるが、実際には、1970代、1980

年代の地方圏は、人口構造の側面から見ると安定した人口ピラミッドにな

っていたということである。  

地方も安定する中で、大都市に出てきた人たちが大都市圏で住まいを求

めたということが、郊外というものをつくる原動力であったといえる。  

  このように、 1930年代、 1940年代生まれの人たちが大都市圏に大量に移

動し、住むことで、郊外がつくられたということは、非常に重要な点で、

郊外というものを考えていく上での一番基礎となることである。  

＜市街化のピーク年代について＞  

  神奈川県の人口ピラミッドでも見られるように、大都市圏では、少子化

により減少する世代を地方からの移動によって補っている。  

  一都三県及び茨城県南地域を対象とした市街化のピーク年代を見ると、

1970年代前半と後半にピーク年代を迎えている地域が非常に多い。横浜も、

都心部に相当するような地域のピークは 1960年代後半であるが、戸塚や泉、

瀬谷、栄という、いわゆる郊外部は、 1970年代前半に市街化のピークを迎

えていることがわかる。  

  横浜市郊外部計画開発住宅地の人口ピラミッドは、民間が開発、造成、

分譲した戸建て住宅地を対象としたものだが、 1980年は、夫婦と子供２人

と い う 典 型 的 な 小 規 模 核 家 族 が 住 ん で い た と い う こ と が 示 さ れ て い る 。

1990年は、ほぼ変わらないが、 2000年では、子供が成長し、この住宅地か

ら出ていくケースもあるため減少する。 2010年では、 1930年代、 1940年代

生まれの親世代が 60歳から 75歳以上となり、子供は独立するケースがさら

に多くなる。この結果、高齢化が進み、高齢人口割合も非常に高くなるた

め、さらに人口が減少することとなる。  

このようなデータを見ると、この地域の人口が大きく減少し、高齢化率

も非常に高いため、大きく衰退しているような印象を受けるが、実際には、

子供が順調に成長し、就職や結婚で独立し、夫婦が残るという、日本社会
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においてはごくごく一般的な変化が起きているにすぎない。実際にこの住

宅地に行ってみると、住宅地はとてもきれいなままで、建てかえている家

もあるなど、衰退からは無縁な印象を受ける。  

  人口学に基づく計算によると、第１世代である 1930年代、 1940年代生ま

れの人たちの死亡時期のピークは、 2030年前後となる。 2020年代後半に男

性のピーク、 2030年代前半に女性のピークを迎えることが想定されるが、

現時点では、横浜の郊外の住宅地に最初に住み始めた第１世代の人たちは、

元気で暮らしているという状況にある。つまり、その郊外部の高齢化が進

んで人口も減少していると、衰退しているのではないかというイメージが

あるが、そうではなく、独立した子供はそれぞれ最善と思われる居住選択

行動をとり、親との関係も持ちながら暮らしており、高齢化した親たちも、

多くの方は元気で暮らしている。  

＜世帯の消滅と空き家の発生について＞  

  近年、空き家問題が非常に取り沙汰されているが、最も関心を集めてい

るのは、戸建て持ち家の空き家である。住宅・土地統計調査によると、2013

年の空き家率が 13.5％の中で、その他空き家は 3 1 8万戸となる。  

  空き家問題を考える際は、単独世帯が消滅すると必ず空き家が発生する

ことに着目する必要がある。死亡が発生した場合でも、夫婦２人で住んで

いるうちの一人であった場合は空き家の発生にはつながらないが、ひとり

暮らしの人が亡くなる場合、必ず一度は空き家になる。  

  単独世帯の消滅については、将来推計を算出することが可能であり、単

独世帯の消滅と空き家の発生との間に一定の関係があるとわかれば、将来

の空き家数についても推計できると考えられる。  

  2 0 0 8年から 2013年までの持ち家単独世帯の消滅数と、 2010年から 2015年

までの戸建て空き家の増加数を都道府県別に分析すると、一定の傾向を読

み取ることができる。これによると、神奈川県は他県と比較して、発生し

た空き家が市場の売買や相続などにより埋まる力が大きいことがわかる。

県内における地域的な差異はかなりあるが、現状では、神奈川県は空き家

が発生しても埋める力があると考えていいのではないか。  

日本全体での単独世帯の消滅数は、 2010年から 2015年では 1 2 3万世帯だ
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ったが、 2030年から 2035年では 2 0 6万世帯となり、増加している。大都市

圏では、日本全体よりも、恐らくふえ方が少し早いのではないかと見てい

る。つまり、横浜の郊外住宅地でも、 2030年代前半ぐらいに空き家が一度

は発生するという状況がかなり広範に起きると考えられる。  

人口減少や高齢化が進みつつも、安定性はあった中で、今後、初めて横

浜の郊外住宅地が転機を迎えることになる。地方では、市場に住宅が出て

くることで価格が下がり、それにより売買が成立し、次の住まい手が出て

くるという市場機構が働かないところもあると思うが、神奈川県は第３世

代の人口もそれほど小さくはないため、空き家を埋めてくれる力はあると

考えることができる。  

  今後の課題として、そのような埋める力を、どのように次の住まい手の

転入と活用に結び付けていくかが挙げられる。その課題に向け、どのよう

な時期にどのような政策を行っていけば有効であるかを考えなければいけ

ない時期に来ている。  

ウ  委員意見概要  

・人口減少が進む 2030年に想定される課題については、区内でも議論を行っ

ており、若い世代の通勤手段を確保するため、道路整備とあわせてバス路

線を再編するなど、交通網の充実に向けた検討を進めている。  

・横浜市への人口の流入の促すためには、東京と協調しながら取り組みを進

めていくべきである。  

（ ５ ）平成 30年 12月４日  市内視察実施  

   持続可能な魅力あるまちづくりを目的として、郊外住宅地の再生や活性化を  

目指し、多様な主体と連携しながら地域の課題解決に取り組む、持続可能な住

宅地推進プロジェクトについて、緑区十日市場町周辺地域及び旭区南万騎が原

駅周辺地域の取り組みを視察した。  

ア  緑区十日市場町周辺地域  

・市有地を活用して、民間活力を導入することにより、周辺住宅地を含めた

地域において、超高齢化や環境に配慮した持続可能な郊外住宅地の再生を

進めている。  

・子育て世帯をメーンターゲットとした多世代向け分譲住宅エリアやシニア
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向けとなる高齢者向け賃貸住宅エリアなど、ニーズに合わせたエリア別の

開発を行っている。  

  イ  旭区南万騎が原駅前地域  

・いずみ野線沿線駅前街区リノベーション計画に基づき、相鉄グループが相

鉄いずみ野線沿線のいずみ野駅、南万騎が原駅、弥生台駅の各駅前で進め

てきた再整備の一つである。  

・既存商業施設の再配置のほか、賃貸住宅や認可保育園、サービス付き高齢

者向け住宅等を新設することで、住まいの選択肢の多様化・年齢構成のバ

ランス化を図り、高齢者が住まい、活躍し、若年層が居住したくなる環境

の創出を行い、多世代が共存する環境形成を進めている。  

・住みかえ循環促進モデルとして、若年層の望む住宅の整備と住環境の改善

を進めるとともに、地域の高齢者には、需要に応じて駅前の高齢者住宅へ

移転を進めている。また、子育て世帯には、移転により生じた戸建て空き

家への転入を指向し、街全体としての住みかえが継続的に図られる仕組み

づくりを進めている。  

（ ６ ）平成 30年 12月４日  委員会開催  

  ア  議題  

調査・研究テーマ「郊外の集合及び戸建住宅団地等の再生による街の活性

化」について、委員会報告書構成案及び報告書のまとめについて意見交換を

行った。  

  イ  委員意見概要  

・本委員会の調査・研究テーマは、市民生活の基盤である住環境を整備して

いくことを大きな柱としているが、本日の視察はまさにその趣旨に沿うも

のであり、人口減少が進む中で今後どのような取り組みを進めていくかを

考えるきっかけになるものである。  

・まちづくりの取り組みは、民間企業や行政がベースとなって進めることが

多いが、その取り組みをどのように継続し、コミュニティーを維持・発展

させていくかが、今後の課題である。  

・本日の視察は、時代の変化に応じてニーズも変わる中で、地域をどう巻き

込むか、地域とどう一緒にやっていくかということが前面に出たプロジェ
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クトであった。高齢化を迎える中で、特に郊外部では、いろいろな形でつ

ながりを持てるような取り組みやきっかけづくりが必要である。  

・行政がまちづくりの取り組みを全て主導して進めることは難しいため、住

民の方のほか、地元の企業や団体、大学等の学校関係者など、いろいろな

ところが核となり、また、連携をしていく必要がある。  

・民間企業と本市が連携し、高齢者が駅に近い地域で長く住むことができる

ような居場所づくりを進めるとともに、学童や保育所など若い世代も住み

やすい環境を整備し、多世代が共生できるまちづくりを進めることが重要

である。  

・鉄道沿線のまちづくりについては、鉄道会社等の民間企業との連携を進め

ることが難しい地域もあり、そのような地域に対して、行政はしっかりと

目を向けていかなくてはいけない。  

・これからの横浜のまちづくりの検討するにあたっては、これまで横浜市が

とってきたまちづくりの方針や柱立てを振り返り、検証する必要がある。  

・年金額を考慮すると、月額 20万円を超えるようなサービス付き高齢者向け

住宅に入居することは難しい。民間企業が整備する月額７万円から８万円

ぐらいの高齢者向け優良賃貸住宅等に対する補助を拡充するといったこと

も考えられるのではないか。  

・新たに駅周辺のまちづくりを進めることは大切ではあるが、それによって

全ての課題が解決するわけではないため、まずは、現に住んでいる地域に

今後も住み続けることができるような仕組みをつくっていくことを基本の

考え方とすべきである。  

・日常的に循環できる交通手段を確保することが非常に大切である。特に、

市営地下鉄など、公営・公共の機関については、横浜市がきちんと責任を

持たなければいけない時代になっていくのではないか。  

・これからのまちづくりでは、地域に最も近く、地域の課題や問題等を的確

に認識することができる区役所の果たす役割が重要である。また、区役所

と地域の住民がどのようにかかわっていくかを含めて、検討が求められる。 

・ハード面を整えて新しい人を呼び込むというのも一つの方法ではあるが、

横浜市には 18の区がある中で、それぞれの区には地域の魅力がある。その
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ような魅力を改めて掘り下げ、磨くことで、人を呼び寄せるようなところ

まで持ってくるというのも、この特別委員会の大きな役割ではないか。  

（ ７ ）平成 31年２月６日  委員会開催  

  ア  議題  

調査・研究テーマ「郊外の集合及び戸建住宅団地等の再生による街の活性

化」について  

  イ  委員会開催概要  

    本委員会の活動の経緯等を記載した報告書案について確認を行い、報告書

を確定した。  

 

５  まとめ  

（１）本市を取り巻く状況  

   本市では、 2016年に死亡数が出生数を上回り、戦後初めて人口が自然減に転

じた。また、総人口は 2019年をピークに減少することが推計されるなど、人口

減少社会の到来が見込まれている。  

一方、 65歳以上の高齢者人口は徐々に増加し、 2035年には、 65歳以上人口が

全体の 30％を超えることが見込まれるなど、高齢化の進展も加速している。  

   今後、このようにこれまで経験したことのない社会状況を迎える中、本市で

も郊外部を中心に、空き家の増加や高齢者の生活・活動範囲の縮小など、さま

ざまな課題が生じることが予想される。  

   また、集合及び戸建住宅団地など、これまで市民生活を支えてきた都市イン

フラの老朽化も大きな懸念材料である。  

（２）本市に求められる方向性  

今後、安全・安心な市民生活を守り、住みたい街・住み続けたい街を実現す

るため、上記のような喫緊の社会的課題に積極的に取り組み、横浜のまちづく

りを進めることが不可欠である。  

そのためには、これまで本市が進めてきた既存の取り組みをさらに進展させ

るとともに、各地域における特徴を踏まえ、新たな視点に立った取り組みの検

討や発想の大胆な切り替えが求められる。本市におけるそれぞれの地域課題に

応じ、地域の方と連携して、幅広い世代の方が魅力を感じる郊外部のまちづく
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りを進め、各世代のライフスタイルに合う居住環境を整備することで、世代の

循環を促し、今後も若年層から高齢層まで、多様な世代構成を維持・回復させ

ることが重要である。  

これにより、今後も、郊外部に住んでいる方の住みやすさが向上するととも

に、若い世代の郊外部への呼び込みが進むことが期待される。  

ア  空き家対策について  

   本市における空き家率は 2013年に 10.09％、約 17万 800 0戸となっており、上昇

傾向にある。空き家の発生には、世帯における家族構成や年齢構成が大きく影

響するため、それぞれの地域特性に応じ、住宅の流通性の確保に向けた取り組

みを進めることが重要である。例えば、戸建住宅団地において、開発時に策定

された建築協定を緩和することは若い世代の転入を進める効果的な方法と考え

られる。また、集合住宅団地において、二世帯の近居等、多様なライフスタイ

ルに合わせたリノベーションを進めることで、住まいの魅力の向上につながる

ことが期待できる。  

   なお、地域における協定の緩和については、協定によって落ち着いた住環境

が維持できていると考える住民もおり、合意形成に向けた議論が必要である。  

   この他、地域における世帯構成等により推計される将来の空き家率に基づき、

地域ごとに相続対策の啓発等を行うなど、空き家となる前の段階での取り組み

も進めていく必要がある。  

イ  集合及び戸建住宅団地等の整備について  

少子高齢化が進展し、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯等の住宅確保要配慮者が

増加することが見込まれる中、市営住宅の効率的・効果的な改修、建てかえを

進めるとともに、高齢者向け優良賃貸住宅等の整備に対する支援等を強化する

ことが求められる。  

また、将来にわたって持続性ある地域づくりを進めるためには、既存インフ

ラを活用し、現に住んでいる地域に今後も住み続けることができるような仕組

みを構築することも不可欠である。既存施設の用途転換による新たな活用のほ

か、それぞれの地域が独自に持つ魅力を改めて調査・研究し、発信を強化する

などして、積極的に活用することで、人を呼び込めるまちづくりにつなげるこ

とが期待できる。  
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ウ  交通対策について  

 郊外部の活性化を実現するためには、住宅等の居住環境を整備するだけでは

なく、幅広い世代の多様な暮らし方や働き方を支える交通ネットワークを構築

することが不可欠である。  

   利用ニーズは、通勤や育児施設への送迎、買い物や介護施設の利用など、世

代に応じて変化するが、いずれも日常生活に欠かすことができないものであり、

まちづくりに向けた取り組みと交通対策は常に連動して進める必要がある。  

 地域の生活や経済を支える拠点である駅の新設のほか、自動運転技術などの

新技術の活用も視野に入れながら、バス路線の再編や市営地下鉄の延伸、都市

計画道路の整備等を進め、地域の特性に応じた新たな交通ネットワークを創出

する工夫が求められる。  

エ  各規制の緩和について  

本市では、第一種・第二種低層住居専用地域のうち、容積率が 1 0 0％以下の

地域について、敷地規模の最低限度を定めている。この制限により、住環境の

保全に一定の成果がみられるものの、地域によっては、宅地や住宅の価格を下

げることができなくなるなど、特に若い世代にとって、宅地等の購入が経済的

に大きな負担となっている状況もある。  

若い世代を郊外部に呼び込むには、敷地分割によるコンパクトかつ廉価な住

宅の建設等、世代ごとのニーズを踏まえた対策を柔軟に検討する必要がある。  

また、大規模な宅地開発を行う際に、保育園や子供、高齢者向け施設等を設

置するなど、一定の条件を満たした場合は、開発事業者に対し、一部の規制を

緩和するなど、新たな規制運用のあり方を検討していくことが求められる。  

なお、高齢化の進展により、買い物等のための移動負担が大きくなることが

見込まれるため、第一種低層住居専用地域でもコンビニエンスストア等、日常

生活に不可欠な店舗が出店できるよう、建築規制を緩和するなど、住宅地の生

活機能の維持・向上に向けた検討も重要である。  

オ  行政の機能強化について  

   今後、前例のない課題の解決が求められる中、行政は、市民や地域に対して、

課題解決に向けた意識醸成や合意形成等について、これまで以上に積極的に働

きかけ、支援を行うことが求められる。  
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   そのためには、地域が抱える課題を最も的確に把握することができる区役所

の機能強化を図るとともに、各局が所管する関連業務を横断的に統括する事業

本部を設置するなど、事業体制の抜本的な拡充・改編が期待される。  

   また、まちづくりに向けた取り組みの継続性を確保するには、地域の方に加

えて、民間企業や学校などの地域関係者との連携を深めるとともに、公的住宅

団体として重要な役割を担う都市再生機構や神奈川県・横浜市住宅供給公社と

の相互協力を進めることが求められる。  

 

終わりに  

   今年度は、「郊外の集合及び戸建住宅団地等の再生による街の活性化」を調

査・研究テーマとし、当局からの説明聴取や参考人招致、市内視察などを行い、

１年間を通じて多面的に委員会活動を行ってきた。委員会活動を通じ、郊外部

では、これまで整備してきた大規模団地や一戸建ての住宅地、交通網などにお

いて、複合的に関連した課題を抱えていることが明らかになった。  

   このような郊外部が抱える課題を解決することは一朝一夕になし得るもので

はないが、 2019年をピークに総人口の減少が見込まれるなど、戦後、増加し続

ける人口に対応してきた本市のまちづくりは大きな転換期を迎えている。郊外

部が抱える課題の解決に向けた取り組みを先送りにはできない。  

本委員会での議論も踏まえ、区局横断での取り組みはもちろん、市民や地域

関係者と密接に連携し、取り組みを進めていくことが重要である。  

また、郊外部における交通ネットワークの向上や見守りなどの地域福祉保健

活動の促進など、郊外部の再生及び活性化を実現するにあたり、欠かすことが

できない課題についても、今後、解決に向け、検討がされることを期待したい。  
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